
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
自
動
車
税
種
別
割
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件

二
三
五

○
国
民
健
康
保
険
組
合
の
規
約
の
変
更
を
認
可
し
た
件

二
三
五

○
公
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件

二
三
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

二
三
六

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
五
件

二
三
六

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
五
件

二
三
七

公

告

○
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
件

二
三
八

告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
地
方
税
の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一
１

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

福
島
県
自
動
車
税
種
別
割
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
収
納
代
行
業
務

２

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号

株
式
会
社
セ
ブ
ン

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

－

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番
二
号

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
十
一
号

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十
番
一
号

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
久
地
六
百
六
十
五
番
地
の
一

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
十
七
号

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社

東
京
都
品
川
区
西
品
川
一
丁
目
一
番
一
号

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
番
一
号

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号

３

収
納
事
務
委
託
年
月
日

令
和
四
年
四
月
一
日

４

収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
１

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

福
島
県
自
動
車
税
種
別
割
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
収
納
代
行
業
務

２

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
十
一
番
一
号

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
三
番
二
号

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号

３

収
納
事
務
委
託
年
月
日

令
和
四
年
五
月
一
日

４

収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

令
和
四
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
税

務

課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
歯
科
医
師
国
民
健
康
保
険
組
合
の
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
、
令
和
四
年
五
月
十
日
次
の
と
お
り

認
可
し
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

変
更
事
項

組
合
の
地
区
に
係
る
事
項

二

変
更
の
内
容

組
合
の
地
区
に
茨
城
県
北
茨
城
市
及
び
栃
木
県
宇
都
宮
市
を
加
え
る
。

（
国
民
健
康
保
険
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
の
事
務
を
令
和
四
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

───────────────────────────────────────────────────────────
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一

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

福
島
県
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
診
療
費
等
の
収
納
の
事
務

二

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
丁
目
九
番
地

三

収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
児
童
家
庭
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
四
年
五
月
二

十
四
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
商
業

労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

い
わ
き
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
い
わ
き
市
中
央
台
飯
野
四
丁
目
一
番

地
二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

別
紙
書
面
の
と
お
り

四

届
出
年
月
日

令
和
四
年
四
月
十
一
日

五

届
出
を
し
た
者

み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

大
沼
郡
会
津
美
里
町
松
坂

変
更
前

九
・
二
〜

二
、
一
九
六
・
二

四
〇
一
号

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
七

六
一
・
一

九
地
先
か
ら

同

郡
同

町
松
坂

変
更
後

九
・
二
〜

二
、
一
九
六
・
二

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
五

六
一
・
一

〇
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
青

変
更
前

Ａ

六
・
四
〜

二
、
四
七
四
・
〇

三
四
九
号

生
野
字
大
犬
平
七
二
番
地

三
一
・
二

先
か
ら

Ｂ

一
四
・
四
〜

二
、
四
二
二
・
六

同

郡
同

村
大
字
青

八
七
・
九

生
野
字
姿
平
八
〇
番
地
先

ま
で

変
更
後

Ｂ

一
四
・
四
〜

二
、
四
二
二
・
六

五
九
・
二

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い
───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
飯
谷

河
沼
郡
柳
津
町
大
字
飯
谷

変
更
前

四
・
〇
〜

一
五
〇
・
〇

大
巻
線

字
社
倉
沢
甲
三
九
二
四
番

一
二
・
五

地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
飯
谷

変
更
後

四
・
〇
〜

一
五
〇
・
〇

字
社
倉
沢
甲
四
二
六
番
三

一
九
・
〇

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
高
陦

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
塩

変
更
前

一
二
・
〇
〜

二
六
〇
・
〇

田
島
線

生
字
遠
表
二
〇
一
五
番
一

二
六
・
〇

地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
沢

変
更
後

一
〇
・
五
〜

二
六
〇
・
〇

田
字
中
丸
一
四
四
二
番
二

二
六
・
〇

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

伊
達
市
梁
川
町
五
十
沢
字

変
更
前

五
・
二
〜

三
六
〇
・
〇

三
四
九
号

沼
ノ
平
二
八
番
地
先
か
ら

一
五
・
八

同

市
梁
川
町
五
十
沢
字

沼
ノ
平
九
〇
番
地
先
ま
で

変
更
後

七
・
五
〜

三
六
〇
・
〇

一
七
・
一

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
四
〇
一
号

大
沼
郡
会
津
美
里
町
松
坂
字
上
ノ
平
丁

令
和
四
年
五
月
二
四
日

五
九
二
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
松
坂
字
博
士
沢
丁

六
二
五
番
五
〇
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建



令和４年５月24日 火曜日 福 島 県 報 第292号 238

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
三
四
九
号

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
青
生
野
字
大
犬

令
和
四
年
五
月
二
四
日

平
七
二
番
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
青
生
野
字
姿
平

八
〇
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
飯
谷
大
巻
線

河
沼
郡
柳
津
町
大
字
飯
谷
字
社
倉
沢
甲

令
和
四
年
五
月
二
四
日

三
九
二
四
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
飯
谷
字
社
倉
沢
甲

四
二
六
番
三
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津

建
設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
高
陦
田
島
線

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
塩
生
字
遠
表
二

令
和
四
年
五
月
二
四
日

〇
一
五
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
沢
田
字
中
丸
一

四
四
二
番
二
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
三
四
九
号

伊
達
市
梁
川
町
五
十
沢
字
沼
ノ
平
二
八

令
和
四
年
五
月
二
四
日

番
地
先
か
ら

同

市
梁
川
町
五
十
沢
字
沼
ノ
平
九
〇

番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
百
二
十
五
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
し
た
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

登
録
番
号

肥
料
の

肥
料
の

保
証
成
分
量

(％
)
そ
の
他

氏
名
又

住
所

更
新
し

(福島
県

)種
類

名
称

の
規
格

は
名
称

た
登
録

窒
素

り
ん

加
里

の
有
効

全
量

酸
全

全
量

期
限

量

８
１
６

混
合
有

混
合
有

5.0

4.0

－
含
有
を

片
倉
コ

東
京

令
和
７

ー
機
質
肥

機

5
4
0

許
さ
れ

プ
ア
グ

都
千

年
５
月
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料

特
号

る
有
害

リ
株
式

代
田

27日
成
分
の

会
社

区
九

最
大
量

段
北

及
び
そ

一
丁

の
他
の

目
８

制
限
事

番
10

項
は

号
､

公
定
規

格
の
と

お
り
。

（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）


